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９月分学校徴収金引き落としのお知らせ 

 

９月分の学校徴収金を、９月２６日（月）に学校徴収金口座から引き落としますので、

口座振替日までに学校徴収金口座へ入金していただきますようお願いします。 

徴収額は以下のとおりです。きょうだいがいるご家庭は、下の学年のお子さまで徴収し

ます。 

 

【９月徴収額】 

PTA会費 口座振替手数料 

２５０円×口数×１２ヶ月分 ６６円 

例：PTA会費の申し込み口数が２口の場合、 

  ２５０円×２口×１２ヶ月分＝６０００円が徴収金額です。 

  徴収金額に口座振替手数料の６６円を加えた金額を、口座へご用意ください。 

 

 

※ PTA 会費の口数は、入学時にお申込みいただいた口数です。口数がわからない場合

は、学校までお問合せください。 

※ 学校徴収金の口座を登録されていない方につきましては、９月２６日（月）に晴明丘

小学校事務室へ現金で納入をお願いします。 

※ PTA 会費は就学援助費の支給対象外ですので、就学援助の認定を受けているご家庭

についても、徴収をします。 

 

 

 

徴収額等にご質問のある方は、晴明丘小学校事務室までお尋ねください。 
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